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議案第２１号 

   世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年２月２０日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 保険料の保険料率を改定するとともに、保険料率に係る第１号被保険者の

区分を変更し、規定の整備を図る必要があるので、本案を提出する。 
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  世田谷区介護保険条例の一部を改正する条例 

 世田谷区介護保険条例（平成１２年３月世田谷区条例第４１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６

年度から令和８年度まで」に改め、同項第１号中「第３９条第１項第１号イ及びロ」

を「第３９条第１項第１号」に、「３７，０８０円」を「３４，２８９円」に改め、

同項第２号を削り、同項第３号中「４８，２０４円」を「４８，９８４円」に改め、

同号を同項第２号とし、同項第４号中「５１，９１２円」を「４９，３６１円」に改

め、同号を同項第３号とし、同項第５号中「６３，０３６円」を「６４，０５６円」

に改め、同号を同項第４号とし、同項第６号中「７４，１６０円」を「７５，３６０

円」に改め、同号を同項第５号とし、同項第７号中「８５，２８４円」を「８６，６

６４円」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第８号ロ」を加え、「又は第１６号

ロ」を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同号を同項第６号とし、同項第８号

中「９２，７００円」を「９４，２００円」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、

第９号ロ」を加え、「又は第１６号ロ」を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第９号中「１０３，８２４円」を「１０５，５０４円」

に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第１０号ロ」を加え、「又は第１６号ロ」を

「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同号を同項第８号とし、同項第１０号中「

１１８，６５６円」を「１２０，５７６円」に改め、同号イ中「４，０００，０００ 

円」を「４，２００，０００円」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第１１号ロ」 

を加え、「又は第１６号ロ」を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同号を同項

第９号とし、同項第１１号中「１２６，０７２円」を「１４３，１８４円」に改め、

同号イ中「５，０００，０００円」を「５，２００，０００円」に改め、同号ロ中「

次号ロ」の次に「、第１２号ロ」を加え、「又は第１６号ロ」を「、第１６号ロ又は 

第１７号ロ」に改め、同号を同項第１０号とし、同項第１２号中「１４０，９０４円」 

を「１５８，２５６円」に改め、同号イ中「７，０００，０００円」を「６，２００

，０００円」に改め、同号ロ中「次号ロ」の次に「、第１３号ロ」を加え、「又は第

１６号ロ」を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同号を同項第１１号とし、同

号の次に次の１号を加える。 

 ⑿ 次のいずれかに該当する者 １７３，３２８円 
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  イ 合計所得金額が７，２００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれに

も該当しない者 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ、次号ロ、第１４号ロ、第１５号ロ、第１６号ロ又は第１７号ロに該

当する者を除く。） 

 第５条第１項第１３号中「１７０，５６８円」を「１８８，４００円」に改め、同

号ロ中「又は第１６号ロ」を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同項第１４号 

中「２００，２３２円」を「２１８，５４４円」に改め、同号ロ中「又は第１６号ロ」 

を「、第１６号ロ又は第１７号ロ」に改め、同項第１５号中「２３７，３１２円」を 

「２５６，２２４円」に改め、同号ロ中「又は次号ロ」を「、次号ロ又は第１７号ロ」 

に改め、同項第１６号中「２７４，３９２円」を「２９３，９０４円」に改め、同号

ロ中「第３９条第１項第１号イ」の次に「又は次号ロ」を加え、同項第１７号中「３

１１，４７２円」を「３６９，２６４円」に改め、同号を同項第１８号とし、同項第

１６号の次に次の１号を加える。 

 ⒄ 次のいずれかに該当する者 ３３１，５８４円 

  イ 合計所得金額が５０，０００，０００円未満であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しない者 

  ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イに該当する者を除く。） 

 第５条第２項各号列記以外の部分中「前項第１号から第４号まで」を「前項第１号

から第３号まで」に、「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８

年度まで」に改め、同項第１号中「前項第１号又は第２号」を「前項第１号」に、「

２２，２４８円」を「２１，４７８円」に改め、同項第２号中「前項第３号」を「前

項第２号」に、「３７，０８０円」を「３６，５５０円」に改め、同項第３号中「前 

項第４号」を「前項第３号」に、「４８，２０４円」を「４８，９８４円」に改める。 

 第７条第３項中「第３９条第１項第１号イ」の次に「（同日後に同号イ」を加え、

「、第２号（令第３９条第１項第１号ニに係る者に限る。）」を「、ロ又はニに係る

者に限る。）」に、「第３号（令」を「第２号（令」に、「第４号（令」を「第３号 
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（令」に、「第５号（令」を「第４号（令」に、「第６号（令」を「第５号（令」に、 

「、第７号ロ」を「、第６号ロ、第７号ロ」に、「又は第１６号ロ」を「、第１６号

ロ又は第１７号ロ」に、「第５条第１項第１号から第１６号まで」を「第５条第１項

第１号から第１７号まで」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第５条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令 

和５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 


